
 

 

 

 

令和８年 

６月高浜市議会定例会 

議 案 書 

    



諮問第１号 

 

   人権擁護委員の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員に推薦したいから、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求

める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

                高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

１ 住  所  高浜市春日町 

２ 氏  名  岩 月 宏 枝 （６６歳） 

 

   提案理由 

 この案は、人権擁護委員神谷弘一氏が令和８年９月３０日で任期

満了となるので、新たに委員を推薦するためであります。 

 



同意第５号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市向山町 

２ 氏  名  伊 藤 詠 子 （６３歳） 

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員伊藤詠子氏が令和８年７月１９日で任

期満了となるので、再度任命するためであります。 



同意第６号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市屋敷町 

２ 氏  名  神 谷 博 隆 （７３歳） 

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員神谷博隆氏が令和８年７月１９日で任

期満了となるので、再度任命するためであります。 

 



同意第７号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市神明町 

２ 氏  名  川 角 陸 広 （６６歳） 

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員川角陸広氏が令和８年７月１９日で任

期満了となるので、再度任命するためであります。 

 

  



同意第８号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市本郷町 

２ 氏  名  川 角 紀 美 （７６歳）   

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員川角紀美氏が令和８年７月１９日で任

期満了となるので、再度任命するためであります。 

 

  



同意第９号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市向山町 

２ 氏  名  杉 浦   司 （６６歳）    

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員杉浦司氏が令和８年７月１９日で任期

満了となるので、再度任命するためであります。 



同意第１０号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市呉竹町 

２ 氏  名  内 藤 栄 市 （７１歳） 

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員内藤栄市氏が令和８年７月１９日で任

期満了となるので、再度任命するためであります。 

 

  



同意第１１号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市春日町 

２ 氏  名  内 藤 克 弘 （７０歳） 

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員内藤克弘氏が令和８年７月１９日で任

期満了となるので、再度任命するためであります。 



同意第１２号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市清水町 

２ 氏  名  深 谷 由美子 （６２歳） 

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員深谷由美子氏が令和８年７月１９日で

任期満了となるので、再度任命するためであります。 

 

  



同意第１３号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市二池町 

２ 氏  名  三 浦 京 子 （５９歳）    

 

   提案理由 

 この案は、農業委員会委員三浦京子氏が令和８年７月１９日で任

期満了となるので、再度任命するためであります。 

 



同意第１４号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市屋敷町 

２ 氏  名  天 野 和 夫 （７１歳）  

 

   提案理由 

 この案は、現農業委員会委員が令和８年７月１９日で任期満了と

なるので、新たに委員を任命するためであります。 

 

  



同意第１５号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市向山町 

２ 氏  名  杉 浦 利 幸 （６８歳） 

 

   提案理由 

 この案は、現農業委員会委員が令和８年７月１９日で任期満了と

なるので、新たに委員を任命するためであります。 

  



同意第１６号 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 次の者を農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 住  所  高浜市向山町 

２ 氏  名  杉 浦 賴 美 （５５歳） 

 

   提案理由 

 この案は、現農業委員会委員が令和８年７月１９日で任期満了と

なるので、新たに委員を任命するためであります。 



議案第３３号 

 

高浜市税条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市税条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

  

高浜市税条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市税条例（昭和２９年高浜町条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３２条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」

に改め、「という。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以

下この項において同じ。）」を加える。 

 第３３条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条

の６第３項又は第４項」に改める。 

 第３５条の２第１項ただし書中「及び第３５条の３の３第１項」

を「並びに第３５条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

 第３５条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１

項第２号において同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同

じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」に改め

る。 

 第３５条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）は、公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に

規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金

等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をい

う。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次

項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

(１) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定す



る申告書を提出しなければならない者 

(２) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７

の規定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２５

条第１項第１号に掲げる者であって、特定配偶者（所得割の

納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号

において同じ。）（退職手当等（第５１条の２に規定する退

職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を

有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は

控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者

に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有す

る者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限

る。）を有する者 

(３) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７

の規定の適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２５

条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当

該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受

けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に

定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦

若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）

若しくは特定親族（合計所得金額が８５万円以下であるもの

に限る。）を有する者 

第３５条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項

を同条第６項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第

４８条の９の８」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同

条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１

７条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定

による申告書に」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による

申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 公的年金等支払者の名称 



(２) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規

定する特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはそ

の旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当す

る場合にはその旨 

(３) 特定配偶者の氏名 

(４) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(５) その他施行規則で定める事項 

 第５９条中「土地に」を「土地又は家屋に」に改め、「、家屋に

あっては２０万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改

める。 

 附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

 附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

 附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入

金等特別税額控除）」を付し、同条第１項中「令和２０年度」を「令

和２５年度」に、「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」

を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「令和７年」を

「令和１２年」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けな

いときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則

第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第

１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３

とする。 

附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９

条の３第１項又は附則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２

項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める。 

 附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、

同条第２項中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

 附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第

７条の３第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）」を加える。 

 附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第

１５条第１３項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」

を「附則第１５条第２０項」に改め、同条第５項中「附則第１５条

第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に改め、同条

第６項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１

項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２２項第３号」



を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、同条第８項中「附則第

１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、

同条第９項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第

２２項第２号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第

１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に改め、同条第１１

項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項

第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２５項第１号

ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第１３項中

「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１

号ニ」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２５項第２号」を

「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同条第１５項中「附則第

１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に

改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則

第１５条第２４項第３号ロ」に改め、同条第１７項中「附則第１５

条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、

同条第１８項から第２０項までを削り、同条第２１項中「附則第１

５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第

１８項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３２項」を「附則第

１５条第３１項」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２３項

中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、

同項を同条第２０項とし、同条第２４項中「附則第１５条第３７項」

を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第２１項とし、同

条第２５項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」

に改め、同項を同条第２２項とし、同条第２６項中「附則第１５条

第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第２３

項とし、同条中第２７項を第２４項とし、第２８項を第２５項とし、

同条に次の１項を加える。 

26 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の１とする。 

 附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第

１２条第１７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」

を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第９項第４号中「附則第

１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号

中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、

同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」



を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２

条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中

「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８

年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写

し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年

法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供す

る施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１

項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加し

た事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第

２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基

準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げ

る特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第

１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当する

かの別 

 附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び

第１７条第３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条

の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

 附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に

改め、同条第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「附則

第３４条の２第５項」を「附則第３４条の２第６項」に、「附則第

３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同

条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合におい

て、所得割の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項

第１３号から第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するもの

をしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時に

おいて地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１

項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊



危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災

害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法

律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、

当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等

のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当し

ないものとみなす。 

 附則第１８条第５項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附則

第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第

７条の３第１項」に改める。 

 附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第３８条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得につ

いては、第３２条第１項及び第２項並びに第３３条の３の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第１８条の６の４

で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号

資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額（次項第１号の規定により読み替えて適用される第３３

条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）

の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課す

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１) 第３３条の２の規定の適用については、同条中「総所得金

額」とあるのは、「総所得金額、附則第１９条の３第１項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(２) 第３３条の６から第３３条の８まで、第３３条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用に

ついては、第３３条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第３３条の７第１項前段、第３３条の８、第



３３条の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第

３３条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(３) 第３４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第１９条

の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得

金額若しくは附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資

産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条の

３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

 附則第２０条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

 附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条

の３第２項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第３５条の２第１項ただし書、第３５条の３の２及び第３

５条の３の３の改正規定並びに附則第６条の改正規定及び附

則第７条の３の２第１項の改正規定（「令和２０年度」を「令

和２５年度」に改める部分及び「令和７年」を「令和１２年」

に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 

令和９年１月１日 

(２) 第５９条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９

年４月１日 



(３) 第３３条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改

正規定（「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３

項又は第４項」に改める部分に限る。）、附則第９条の２の

改正規定及び附則第１７条の２の改正規定（同条第１項及び

第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める部分を

除く。）並びに次条第４項の規定 令和１０年１月１日 

(４) 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除

く。）及び附則第１９条の２の次に１条を加える改正規定並

びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品取引法及び資金

決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 

 号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の高浜市税条例（以下「新条例」と

いう。）第３５条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１

号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等に

ついて提出する新条例第３５条の３の３第１項の規定による申告

書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等につい

て提出したこの条例による改正前の高浜市税条例第３５条の３の

３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の高浜市税条例附則第７

条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者 

が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令

和８年法律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」

という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条

第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなさ

れる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは

既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存

住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条

第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされ

る同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増

改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定

する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特

例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築

等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同



条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみな

される同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条

第１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合につ

いて適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等

改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１

項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項

に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例

居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定に

より同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に

規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋

（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定す

る認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定す

る認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅

等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の

用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の高浜市税条例附則第７

条の４の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び

第５項において「４号施行日」という。）の属する年度の翌年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号施行日の属す

る年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納

税義務者が前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例

附則第１７条の２第１項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、４号施行日の属する年度の

翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税

に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

２ 新条例第５９条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和８年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取

得された地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２   



号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２

２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項

に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附

則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行わ

れた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資

産税については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

この案は、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税の免税点を引

き上げるほか、所要の規定の整備を行うためであります。 

 



議案第３４号 

 

   高浜市都市計画税条例の一部改正について 

 

 次のとおり高浜市都市計画税条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

                高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

   高浜市都市計画税条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市都市計画税条例（昭和３１年高浜町条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附

則第１５条第１３項」に改める。 

 附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附

則第１５条第３１項」に改める。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附

則第１５条第３５項」に改める。 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附

則第１５条第３６項」に改める。 

 附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附

則第１５条第４０項」に改める。 

 附則第２０項を附則第２１項とする。 

 附則第１９項中「、第９項、第１３項から第１７項まで、第１９

項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、

第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項」を「、第８項、

第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２３項、第２

６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項

若しくは第４３項」に改め、同項を附則第２０項とする。 

 附則第１８項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第９項及び

第１１項」に、「附則第８項及び第１１項」を「附則第９項及び第

１２項」に、「附則第９項、第１１項及び第１２項」を「附則第１

０項、第１２項及び第１３項」に、「附則第１１項から第１３項ま



で」を「附則第１２項から第１４項まで」に、「附則第１３項」を

「附則第１４項」に、「附則第１４項から第１６項まで」を「附則

第１５項から第１７項まで」に、「附則第１５項」を「附則第１６

項」に改め、同項を附則第１９項とする。 

附則第１７項を附則第１８項とし、附則第１３項から第１６項ま

でを１項ずつ繰り下げる。 

 附則第１２項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を

附則第１３項とする。 

 附則第１１項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を

附則第１２項とする。 

 附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を

附則第１１項とし、附則中第９項を第１０項とし、第８項を第９項

とする。 

 附則第７項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特

定建築物」に改め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別

特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条

第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定す

る実演芸術の公演の用に供する施設である」を「地方税法施行規則

（昭和２９年総理府令第２３号）附則第７条の２第１項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条

第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付

加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同

法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関す

る基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げ

る特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第

１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当する

かの別 

 附則第７項を附則第８項とし、附則第６項の次に次の１項を加え

る。 



（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の１とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の高浜市都市

計画税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税につ

いて適用し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従

前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定

による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１

５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同

項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税に

ついては、なお従前の例による。 

 

提案理由 

 この案は、地方税法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う

ためであります。 



議案第３５号 

  

高浜市国民健康保険税条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市国民健康保険税条例の一部を改正するものとす

る。 

  

令和８年６月１１日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲 

  

高浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市国民健康保険税条例（昭和３４年高浜町条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同

条第５項に次のただし書を加える。 

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ど

も・子育て支援納付金課税額は、３万円とする。 

第２３条第１項各号列記以外の部分中「６６万円」を「６７万

円」に改め、「キからケまでに掲げる額を減額して得た額」の次に

「（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を

加え、同項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改

め、同項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第４項

中「第１項、第２項又は前項」を「前３項」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の高浜市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

   提案理由 

 この案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の

課税限度額等を改定するためであります。 



議案第３６号 

 

高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

ものとする。 

 

令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

条例（案） 

 

高浜市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年高浜町条例第２

０号）の一部を次のように改正する。 

第１８条中「３１万５，０００円」を「３３万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の高浜市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」

という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべ

き事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事

由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 

３ 令和８年４月１日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であ

って、改正前の高浜市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条

例」という。）第１８条の規定による金額により支給されたもの

又は旧条例附則第６条の規定により支給されたもの（その額が６

６万円未満であるものに限る。）の支払は、新条例第１８条の規

定に基づく葬祭補償の内払とみなす。 

 

   提案理由 

 この案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部改正に伴い、葬祭補償額の改定を行うためであります。 



議案第３７号 

 

高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する

条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に

関する条例の一部を改正するものとする。 

 

令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

  

高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に 

関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例

（平成１２年高浜市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の３条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特

例） 

第７条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日におい

て市内に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税の賦課期日において市内に住所を有する者（同法

第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されて

いる者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第

１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所

得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項

に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，

０００円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第１１条第１項（第６

号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号

ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６

号ア、第１７号ア、第１８号ア及び第１９号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置

法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項



に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７

年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控

除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法」とす

る。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００

円以上１６１万９，０００円未満である者に限る。）の令和８年

度における保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号

ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、

第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号

ア、第１７号ア、第１８号ア及び第１９号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置

法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万

円を加えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，００

０円以上１９０万円未満である者に限る。）の令和８年度におけ

る保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号

ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア、第１７

号ア、第１８号ア及び第１９号アに係る部分に限る。）の規定の

適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるの

は、「当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給

与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額について

は、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から令和

７年給与所得控除額（令和７年中の同条第１項に規定する給与等

の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改

正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前

の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額

に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して

得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、

租税特別措置法」とする。 



（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第８条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第１１条第１項の規定の適用については、当該第１号被保

険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に

掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれ

かに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地

方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令

和８年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しな

い者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税の賦課期日において市内に住所を有するもの

（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に

記録されている者とみなされた者を含む。） 

(２) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、か

つ、令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されて

いない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれ

かに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以

上６５万１，０００円未満であり、かつ、１３５万円から

同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等

の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以

上１６１万９，０００円未満であり、かつ、１３５万円か

ら同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下で

ある場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円

以上１９０万円未満であり、かつ、１３５万円から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中

の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法

等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条

の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第

５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当

該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等

の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

(３) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、か



つ、令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されて

いない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれ

かに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以

上６５万１，０００円未満であり、かつ、高浜市税条例

（昭和２９年高浜町条例第１１号）第２６条第２項で定め

る金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年

中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下

である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以

上１６１万９，０００円未満であり、かつ、高浜市税条例

第２６条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控

除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円

以上１９０万円未満であり、かつ、高浜市税条例第２６条

第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当

該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別

表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得

控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額

以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定について

の第１１条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者

が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号

に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者

は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている

者とみなす。 

（令和８年度の保険料に係る減免の特例） 

第９条 第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世

帯員のうちに令和７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されていない者で令附則第２５条又は

前条の規定により令和８年度分の同法の規定による市町村民税が

課されているものとみなされることとなる者（以下「みなし課税

者」という。）がいる場合であって、そのみなされることにより

当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階



（第１１条第１項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。）が、当

該みなし課税者に令附則第２５条又は前条の適用がないものとし

た場合に決定されるべき当該第１号被保険者の令和８年度分の保

険料に係る保険料段階（次項において「みなし規定非適用保険料

段階」という。）よりも保険料率の高い保険料段階に決定される

ときは、当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料を減免す

る。 

２ 前項の規定による減免後の令和８年度分の保険料の額は、みな

し規定非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額と

する。 

３ 第１項の規定による保険料の減免は、申請によらず行うことが

できる。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に

関する条例の規定は、令和８年度以降の年度分の保険料について

適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。 

 

提案理由 

この案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和８年度の保

険料率の算定等に関する特例を定めるためであります。 



議案第３８号 

 

   事業契約の変更について 

 

 次のとおり事業契約を変更するものとする。 

 

  令和８年６月１１日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 契 約 の 目 的  高浜小学校等整備事業 

２ 契 約 金 額  変更前 ４９億９，１９８万３，３１３円（税込み） 

         変更後 ４９億８，５７０万３，９７８円（税込み） 

３ 契約の相手方  愛知県高浜市二池町五丁目５番地７ 

          あおみが丘コミュニティ株式会社 

           代表取締役社長 近 藤 智 義 

 

提案理由 

 この案は、高浜小学校等整備事業について、維持管理業務仕様の

変更に伴う維持管理業務のサービス対価の減及び企業向けサービス

価格指数の上昇に伴う維持管理業務のサービス対価の増に対応する

ため、事業契約を変更するためであります。 

 


